
議案第２０号 

岩倉市水道事業給水条例の一部改正について 

岩倉市水道事業給水条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるも

のとする。 

令和８年２月２７日提出 

岩倉市長 久 保 田 桂 朗 



岩倉市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

岩倉市水道事業給水条例（平成１０年岩倉市条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

第９条第１項及び第１７条第２項中「１０円」を「１円」に改める。 

第２８条第１項中「超過料金並びに別表第３に定めるメーター使用料に

より」を「従量料金により」に、「１０円」を「１円」に改め、同条第２項

各号を次のように改める。 

(1) 一般用 次号に該当しないもの 

(2) 臨時用 工事用その他臨時的に使用するもの 

第２９条第２項第２号中「以内で、基本水量の２分の１未満の使用水量」

を「以内」に改め、同項第３号及び同条第４項を削る。 

第３５条第１項中「別表第４に定めるところにより」を「次の各号の区

分に応じ、当該各号に定める額とし、」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 第７条第１項の指定 １件につき１０，０００円 

(2) 第７条第１項の指定の更新 １件につき７，０００円 

(3) 第７条第２項の設計審査（使用材料の確認を含む。） １件につき 

６５０円 

(4) 第７条第２項の工事検査 １回につき３５０円（岩倉市企業職員の

勤務時間、休暇等に関する規程（平成７年岩倉市水道事業管理訓令第

１号）に基づく週休日、休日及び正規の勤務時間以外に工事検査をす

るときは、５割を追徴する。） 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第２８条関係） 

料金 基本料金（１月につき） 従量料金（１月につき） 

用途 
メーター

口径 
料金 使用水量 

料金 

（１立方メートルにつき）

一般用 １３ミリ

メートル

円

５３０

５立方メート

ルまで 

円

４０

 ２０ミリ

メートル

５５０ ５立方メート

ルを超え１０

立方メートル

８４



まで 

 ２５ミリ

メートル

８５０ １０立方メー

ト ル を 超 え

２０立方メー

トルまで 

１１０

 ３０ミリ

メートル

１，２７０ ２０立方メー

ト ル を 超 え

３０立方メー

トルまで 

１３１

 ４０ミリ

メートル

２，５５０ ３０立方メー

ト ル を 超 え

４０立方メー

トルまで 

１６８

 ５０ミリ

メートル

３，５７０ ４０立方メー

ト ル を 超 え

５０立方メー

トルまで 

２００

 ７５ミリ

メートル

８，９２０ ５０立方メー

トルを超える

２２６

臨時用 １立方メートルにつき ２２６円 

別表第３及び別表第４を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

（料金に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の岩倉市水道事業給水条例の規定にかかわらず、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前から継続している水道

の使用で施行日の前日を含むものに係る料金の徴収については、なお従

前の例による。 


